
�愛媛県規則第６号
愛媛県水道条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２６年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県水道条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県水道条例施行規則（昭和３８年愛媛県規則第４１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（定期及び臨時の水質検査）

第８条 条例第８条第１項の規定により行う定期の水質検査は、隔

（定期及び臨時の水質検査）

第８条 条例第８条第１項の規定により行う定期の水質検査は、隔
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月ごとに行うものとし、当該水道により供給される水が水質基準

に適合するかどうかを判断することができる場所から採取した水

について、省令の表１の項、２の項、９の項、１１の項、３４の項、

３８の項から４０の項まで及び４６の項から５１の項までの上欄に掲げる

事項、消毒の残留効果並びに知事が特に必要と認める事項に関す

る検査とする。

２・３ 省略

附 則

この規則は、平成２６年４月１日から施行する。

��������������
�愛媛県規則第７号
愛媛県河川法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２６年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県河川法施行細則の一部を改正する規則

愛媛県河川法施行細則（昭和４０年愛媛県規則第２６号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（申請書の提出部数）

第３条 省令別表第１から別表第３までの規則で定める部数は、次

の表に掲げるとおりとする。

区 分 部数

別表第１

の規則で

定める部

数

河川法施行令（昭和４０年政令第１４号。以下

「政令」という。）第４５条第４号に規定する

水利使用で発電のためにするもの

２部

政令

第４５条第４号に規定する

水利使用で発電以外のためにするもの及び政

令第４７条に規定する水利使用

省略

省略

省略

別表第３

の規則で

定める部

数

政令第４５条第４号に規定する水利使用（法第

２３条の２の登録の対象となる流水の占用に係

るものを除く。）

省略

省略

（許可の有効期間等）

第４条 省略

２ 法第２３条の２の登録に基づく権利の存続期間は、特別の理由が

あると知事が認めるものを除くほか、登録の日から当該登録の対

象となる流水の占用に係る法第２３条の許可の有効期間の満了の日

までとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

月ごとに行うものとし、当該水道により供給される水が水質基準

に適合するかどうかを判断することができる場所から採取した水

について、省令の表１の項、２の項、１０の項、３３の項、３７の項か

ら３９の項まで及び４５の項から５０の項まで の上欄に掲げる

事項、消毒の残留効果並びに知事が特に必要と認める事項に関す

る検査とする。

２・３ 省略

（申請書の提出部数）

第３条 省令別表第１から別表第３までの規則で定める部数は、次

の表に掲げるとおりとする。

区 分 部数

別表第１

の規則で

定める部

数 河川法施行令（昭和４０年政令第１４号。以下

「政令」という。）第４５条第４号に規定する

水利使用で発電以外のためにするもの及び政

令第４７条に規定する水利使用

省略

省略

省略

別表第３

の規則で

定める部

数

政令第４５条第４号に規定する水利使用（法第

２３条の２の登録の対象となる流水の占用に係

るものを除く。）

省略

省略

（許可の有効期間）

第４条 省略

改 正 後 改 正 前

愛 媛 県 報平成２６年３月２５日 第２５５６号
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�愛媛県告示第３４９号
平成２６年３月１４日県営中山間地域総合整備事業東温地区（樋口工

区）の換地計画に基づく換地処分を行ったので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第８９条の２第１０項において準用する同法第５４条

第４項の規定により公告する。

平成２６年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３５０号
平成２６年３月１３日市営土地改良事業（今治市・ほ場整備事業・畑

寺地区）の換地計画に基づく換地処分があったので、土地改良法

（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の４第１項において準用する同法

第５４条第４項の規定により公告する。

平成２６年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第３５１号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第

５７号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区

域として指定する。

その関係図面は、愛媛県庁並びに関係の地方局建設部及び土木事

務所並びに市役所及び町役場において縦覧に供する。

平成２６年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

篠谷（追加）

急傾斜地崩壊危険区域の指定（平成２５年１２月愛媛県告示第１３６２号）

篠谷の項で指定した標柱２号から標柱１５号までを順次結んだ線並び

に次に掲げる地番の土地に存する標柱１５号から標柱１７号までを順次

結んだ線、標柱１７号から標柱１８号までを主要地方道肱川公園線東側

官民境界で結んだ線、標柱１８号から標柱２２号までを順次結んだ線及

び標柱２２号と標柱２号を結んだ線に囲まれた区域

郡 市 地 番 標 柱

大洲市 肱川町山鳥坂 ５２７番１ １６号

５２６番 １７号

５１８番 １８号

５２０番 １９．２０．２１．２２号

町組Ｂ

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱１２号までを順次

結んだ線及び標柱１２号と標柱１号を町道下大野本線東側官民境界で

結んだ線に囲まれた区域

郡 市 町 村 大字 地 番 標 柱

北宇和郡 鬼北町 下大野 １７９４番 １号

１９６６番１ ２号

１９６５番１ ３．４．５号

１９４０番１ ６号

１９３９番 ７号

１９３８番１ ８号

１９３４番１ ９号

１８７１番２ １０号

１８６７番２ １１．１２号

石積

次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱１３号までを順次

結んだ線及び標柱１３号と標柱１号を結んだ線に囲まれた区域

郡 市 町 村 地 番 標 柱

喜多郡 内子町 大瀬東 ４２４４番 １号

４２２３番 ２号

４２１６番 ３号

４２１１番 ４号

４０４７番 ５号

４０５５番 ６号

３９９９番 ７号

４００１番 ８号

４０２０番 ９，１０号

４０２２番 １１号

４０２５番 １２号

４２３３番 １３号

�愛媛県告示第３５２号
県道の路線認定（昭和３３年６月愛媛県告示第５６６号）の一部を次のように改正する。

平成２６年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

整理

番号
路線名

起 点 重要な

経過地
備考

終 点

省略

整理

番号
路線名

起 点 重要な

経過地
備考

終 点

省略

改 正 後 改 正 前

告 示

��������������
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１６５

大 内

線

停車場

宇和島市三間町大内

大内停車場

県道小倉三間線交点（宇和

島市三間町）

省略

�������
�愛媛県告示第３５３号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画事業を認可した。

平成２６年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 施行者の名称

四国中央市

２ 都市計画事業の種類及び名称

四国中央都市計画公園事業

４・４・３ 浜公園

３ 事業施行期間

平成２６年４月１日から

平成２９年３月３１日まで

４ 事業地

� 収用の部分

四国中央市川之江町４１０５番地１８

� 使用の部分

なし

�������
�愛媛県告示第３５４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画事業を認可した。

平成２６年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 施行者の名称

四国中央市

２ 都市計画事業の種類及び名称

四国中央都市計画公園事業

６・５・１ 伊予三島運動公園

３ 事業施行期間

平成２６年４月１日から

平成２９年３月３１日まで

４ 事業地

� 収用の部分

四国中央市中之庄町字浜之前地内

� 使用の部分

なし

�������
�愛媛県告示第３５５号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画事業を認可した。

平成２６年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 施行者の名称

西予市

２ 都市計画事業の種類及び名称

西予都市計画公園事業

５・５・１ 宇和運動公園

３ 事業施行期間

平成２６年４月１日から

平成２８年３月３１日まで

４ 事業地

� 収用の部分

西予市宇和町卯之町三丁目地内

� 使用の部分

なし

�������
�愛媛県告示第３５６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第１項の規定に基づ

き、大洲都市計画公園事業８・４・１城山公園（大洲市施行）の事

業計画の変更を次のように認可した。

平成２６年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 事業施行期間

平成１５年６月３日

平成３２年３月３１日

２ 事業地

� 収用の部分

大洲市大洲字三ノ丸地内

� 使用の部分

なし

�������
�愛媛県告示第３５７号
愛媛県立都市公園条例（昭和３４年愛媛県条例第１９号）第２条第２

項の規定に基づき、県立都市公園の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部に備え置いて縦覧に供する。

平成２６年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

名 称 位 置 変 更 に
係 る 区 域 供用開始の日

第４号南予レクリエー
ション都市公園 宇和島市 図面とおり 平成２６年４月１日

（図面省略）

１６５

大 内

線

停車場

北宇和郡三間町大字大内

大内停車場

県道広見吉田線交点（三間

町）

省略

愛 媛 県 報平成２６年３月２５日 第２５５６号

１８８



�愛媛県告示第３５８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３５９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３６０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３６１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 西条久万線 西条市西之川字老野丁２１９番９

旧 ４．６～１９．９ ０．０７０

新 １２．６～２８．９ ０．０７０

県 道 西条久万線
西条市西之川字老野丁２１１番１０から

同字丁２１１番５まで

旧 １０．２～２２．４ ０．１８７

新 ２３．５～４２．５ ０．１８７

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 川之江大豊線
四国中央市新宮町馬立乙５５７番１３から

同町馬立乙５５７番１３まで

旧 ９．２～１２．３ ０．１１７

新 １２．１～２１．０ ０．１１７

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 川之江大豊線
四国中央市新宮町馬立乙５５７番１３から

同町馬立乙５５７番１３まで
平成２６年３月２５日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 八倉松前線 伊予郡松前町大字浜字今新開８０６番１４ 平成２６年３月２５日
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�愛媛県告示第３６２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３６３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３６４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２６年３月２５日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�愛媛県告示第３６５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道

松山松前伊予線 伊予郡松前町大字浜字今新開７９１番５ 平成２６年３月２５日

松山松前伊予線
伊予郡松前町大字浜字今新開７９９番５から

同字７９７番９まで
平成２６年３月２５日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 森松重信線 松山市森松町１３７番３ 平成２６年３月２５日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２５中局建（開）第５５号

平成２６年３月１３日
伊予郡松前町大字中川原字�西８８７番１

伊予郡松前町大字西古泉１３０番地１

村 上 マ キ 子

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 広見吉田線
宇和島市三間町大内９４６番２から

同町古藤田４４番５

旧 ４．０～９．８
１１．０～４２．０

０．８４１
０．８１８

新 １１．０～４２．０ ０．８１８
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�愛媛県告示第３６６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３６７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３６８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３６９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３７０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 小倉三間線
宇和島市三間町大内１７１番１地先から

同町大内６０番地先まで

旧

新 ４．４～６．２ ０．２１６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 小倉三間線
宇和島市三間町大内１７１番１地先から

同町大内６０番地先まで
平成２６年３月２５日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 西谷吉田線
宇和島市吉田町立間字木ノ下３番耕地７８３番２から

同字１番耕地１９４１番３まで

旧 ４．０～７．８ ０．０７９

新 ６．４～１９．８ ０．０７９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 西谷吉田線
宇和島市吉田町立間字木ノ下３番耕地７８３番２から

同字１番耕地１９４１番３まで
平成２６年３月２５日
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�愛媛県告示第３７１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３７２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３７３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３７４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 小田河辺大洲線

大洲市肱川町山鳥坂４２６０番から
同町山鳥坂１１０４番３まで

及び
大洲市肱川町山鳥坂４２６０番から
同町山鳥坂１２１６番まで

旧 ２．９～２７．８ ４．５００

新
２．９～２７．８
及び

７．０～１４３．２

４．５００
及び
３．７９８

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 長浜保内線
大洲市豊茂甲１２３９番１から

同市豊茂甲１２３８番６まで

旧 ３．２～１３．１ ０．１１５

新 ７．９～１７．３ ０．１１５

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 鳥首五十崎線
喜多郡内子町大久喜甲４番６から

同町大久喜乙３１番６まで

旧 ８．６～２１．１ ０．３３４

新 １２．０～３１．４ ０．３３４

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 鳥首五十崎線
喜多郡内子町大久喜甲４番６から

同町大久喜乙３１番６まで
平成２６年３月２５日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大洲長浜線
大洲市長浜甲１６９番５から

同市長浜甲７３７番５まで
平成２６年３月２５日
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�愛媛県告示第３７５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３７６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２６年３月２５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県教育委員会告示第１号
学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第５５条第１項の規定により、

次のとおり技能教育のための施設を指定した。

平成２６年３月２５日

愛媛県教育委員会

委員長 松 岡 義 勝

１ 技能教育のための施設の名称及び所在地

名 称 ＫＴＣ中央高等学院松山キャンパス

所在地 松山市千舟町四丁目４番地３

２ 連携措置に係る科目及び連携措置に係る科目に対応する高等学

校の科目

連携措置に係る科目
連携措置に係る科目に対応する

高等学校の科目

ビジネス基礎 ビジネス基礎

ビジネス実務 ビジネス実務

マーケティング マーケティング

３ 指定年月日

平成２６年３月１７日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和明浜線

西予市明浜町俵津２番耕地１０８番４地先から

同町俵津２番耕地１０４番５地先まで
旧 ４．５～６．５ ０．０７０

西予市明浜町俵津２番耕地１０８番４地先から

同町俵津２番耕地１０４番５まで
新 １５．５～２２．０ ０．０７０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和明浜線
西予市明浜町俵津２番耕地１０８番４地先から

同町俵津２番耕地１０４番５まで
平成２６年３月２５日

教育委員会告示
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